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小野市文書管理システム導入業務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

 本要領は、「小野市文書管理システム導入業務委託」に係る契約の相手方とな

る候補者の選定にあたり、公募型プロポーザルの実施方法等、必要となる事項を

定める。 

 

１ 業務概要 

 (1) 業務名   小野市文書管理システム導入業務委託 

 (2) 業務の目的 現在、公文書の管理においてはシステムの導入を行ってお

らず、大量の文書の目録（簿冊）を Eｘｃｅｌで管理しており、

新規文書の登録、廃棄等に多くの労力を要している。また、

個々の簿冊の中に一連の決裁文書、通知等の供覧文書を綴っ

ているが、どのような内容の文書が含まれているかについて

は、データベースとしてその全体把握ができておらず、また、

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、ＰＤＦで文書を作成、収受する一方、

紙ベースで管理するため一旦文書を印刷するなど、無駄な作

業が多く、文書の所在の把握、管理の面で課題が生じている。 

         電子決裁機能を備えた文書管理システムを導入することに

より、事務効率の向上と適正な文書管理を図るとともに、職員

のテレワークにも対応した環境を整備することを目的とする。 

 (3) 業務内容 小野市文書管理システム導入業務委託仕様書（以下「仕様書」

という。）による。 

 (4) 履行期間 契約締結の日の翌日から令和６年３月３１日まで 

 

２ 提案限度額 

  １５，４００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

  ※上記は、導入関連業務に要する費用の提案限度額である。 

  ※提案限度額は、契約時の予定価格を示すものではなく、提案内容の規模を

示すためのものである。 

  ※保守運用に要する費用についても、「小野市文書管理システム導入業務委

託仕様書」を確認のうえ、別途作成し提示すること。当該運用業務保守の

費用も審査の対象とする。 
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３ 実施方式   

公募型プロポーザル方式とする。 

 

４ スケジュール 

公      告：令和５年６月２２日（木） 

参加意思表明書提出期限：令和５年６月２９日（木） 

質 疑 受 付 期 限：令和５年７月 ７日（金） 

提案書等提出期限：令和５年７月１４日（金） 

プレゼンテーション：令和５年７月２１日（金）（予定） 

審 査 結 果 通 知：令和５年７月２５日（火）（予定） 

契 約 締 結：令和５年７月下旬 

 

５ 参加資格  

 本業務のプロポーザルに参加する者は、次の各号に掲げる全ての要件を満た

す者でなければならない。 

(1) 小野市入札等参加資格者名簿（物品・役務等）に登録された者であるこ

と。 

(2) 過去３年以内に地方公共団体に係る本業務と同種の業務の実績を有する

こと。 

(3) 近畿２府４県内に本店、支店、営業所があること。また、拠点から本市

まで概ね２～３時間以内に到着できること。 

 (4) 本市及び国内地方自治体から指名停止基準に基づく指名停止を受けてい 

ないこと。 

 (5) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当しない者であること。 

 (6) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立

てをしている者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再

生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしてい

る者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

(7) 小野市暴力団排除条例（平成２４年小野市条例第１号）第２条第２号に

規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団密接関係者でないこ

と。 
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６ 参加の意思表明 

 (1) 参加を希望する場合は、プロポーザル参加意思表明書（様式第１号）に

次の書類を添付して提出すること。ただし、参加意思表明書の提出後に参加

辞退をする場合は、辞退届（様式第２号）を提出すること。 

   ＜添付書類＞ 

  ・会社概要（任意様式） 

  ・文書管理システムの導入業務実績（任意様式） 

  ・導入予定パッケージシステムの導入状況（任意様式） 

   （５０団体以上の自治体名及びその導入時期） 

 (2) 提出期限 令和５年６月２９日（木）１７時必着 

 (3) 提出方法 郵送又は持参 

 (4) 提出先  小野市役所総務部総務課 

         〒６７５－１３８０ 

兵庫県小野市中島町５３１番地 

         TEL：０７９４－６３－１０００（内線５２９） 

  

７ 質問及び回答の方法 

(1) 提出期限 令和５年 7 月 7 日（金）１７時必着 

(2) 提出方法 別添の質問書（様式第３号）により、電子メールにて提出す

ること。 

(3) 提 出 先 上記６（4）のとおり 

 ※メールアドレス：somu@city.ono.hyogo.jp 

(4) 回答方法 回答については、質問者を含む全参加業者に電子メールで速

やかに送付する。 

 

８ 提案方法 

(1) 提出物及び部数  

  企画提案書（見積書含む） １０部（正本１部・副本９部） 

 ※正本には押印のこと。 

 ※別に電子媒体（CD－ROM）に記録したものを１部提出すること。 

 (2) 企画提案書の提出 

   企画提案書の内容は、実施要領及び仕様書により作成されたものとし、次

の書類を提出すること。 
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提出書類 様式 

①企画提案書 様式第４号 

②会社概要 様式第５号 

③業務実施スケジュール 任意様式 

④データセンター要件確認書 様式第６号 

⑤小野市文書管理システム機能要件一覧表 様式第７号 

⑥提案機能一覧（小野市文書管理システム機能要件一覧

表に記載された機能以外の提案システムにおける機能

（見積価格に含めたものに限る。）） 

様式第８号 

⑦文書管理システムの導入実績 様式第９号 

⑧システム導入後の保守サポート体制 様式第１０号 

⑨出力帳票サンプル 任意様式 

⑩見積書 
様式第１１号 

の１～4 

 (3) 企画提案書の作成方法 

  ア 企画提案書は任意の様式とする。ただし、「商号又は名称」は必ず記入

すること。Ａ4 版縦置き、横書き、文字サイズは１０ポイント以上で作成

すること。（添付資料等で止むを得ない場合は、A３も可とする。） 

  イ 企画提案書は、以下の事項についての提案を含め、簡潔に記載すること。 

提  案  内  容 

① 基本コンセプト 

 ・文書管理・電子決裁に係る基本的な考え方 

 ・提案するシステム導入に係る特徴や利点 

 ・提案システムに係る基本姿勢  

・業務効率の向上、ペーパレス化等働き方改革への有効性及び提案 

 など 
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② 本市と貴社の役割分担 

 ・導入時に想定される作業と作業分担 

 ・職員作業が見込まれる事項 

 ・大まかな導入スケジュール 

③ 本業務における貴社の実施体制及び実績、担当者の概要 

④ 提案システムの紹介 

 ・文書の収受、供覧、起案、決裁、施行、完結後の管理、移管、廃棄

における一連のサイクルについての流れ及び操作の資料説明 

 ・運用する職員の視点に立った機能説明資料 

 ・システム管理者機能の資料 

 ・システムのセキュリティ対策の資料  

⑤文書管理システムのクラウドの管理・セキュリティ 

⑥システム導入後の保守・サポート体制 

⑦操作研修について 

⑧その他独自提案 

  ウ 企画提案書は、片面印刷とする。 

  エ 提案書類に付随する資料の添付については、これを認める。 

  オ 専門的知識を有しない者でも、理解できるような分かりやすい表現と

すること。専門用語を使用する必要がある場合には、必要に応じ、注釈を

つけること。 

  カ 目次及びページ番号をつけること。 

  キ 提案書のデータを記録した電子媒体を１部提出すること。提出媒体は、

ＣＤ－ＲＯＭとする。 

  ク システムカタログがあれば添付すること。 

  ヶ 見積書（様式第１１号）は、「システム初期構築費用」「システム運用保

守費用」及び「更新費用」を分けて積算し、各金額の合計額を記載するこ

と。また、別紙、「見積内訳書」に各費用に係る内訳を記載すること。 

 (4) 提出時の注意事項 

   提出書類は、フラットファイル（Ａ４縦型・左綴り）に綴り、提出するこ

と。ＣＤ－ＲＯＭは正本に綴ること。 
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 (5) 提出部数 １０部（正本１部、副本９部） 

 (6) 提出期限 令和５年７月１４日（金）１７時（必着）  

 (7) 提出方法 持参又は郵送（郵送の場合は、簡易書留又は一般書留に限る

ものとし、持参の場合は、平日８時４５分から１７時００分

までの間とする。なお、郵便事故等についての異議申し立て

等は受け付けない。） 

 (8) 提出先  小野市役所総務部総務課 

        〒６７５－１３８０ 

        兵庫県小野市中島町５３１番地 

        TEL：０７９４－６３－１０００（内線５２９） 

        FAX：０７９４－６３－６６００ 

(9) 留意事項  

 ・企画提案書の作成経費、提出経費その他必要な費用は全て事業者の負担と

する。 

 ・提出された書類等は返却しない。 

 ・企画提案書の著作権は事業者に帰属するが、小野市が必要な範囲で自由に

使用し、又は必要かつ適正な範囲で改変して使用できるものとし、企画提

案書の提出をもって提案者が当該利用の許諾をしたものとする。 

 

９ 見積書 

 (1) システム初期構築費用 

   パッケージを含むソフトウェア費用、ハードウェア費用、セットアップ費

用、カスタマイズ費用、その他導入設定諸経費、操作研修費等システム導入、

運用開始に至るまでの一切の費用を見積もること。（様式第１１号の２） 

 (2) システム運用保守費用（LGWAN ASP 等サービス利用料を含む） 

   保守内容については、仕様書に記載されている内容に係る一切の保守業務

を含むものとする。なお、LGWAN 回線については、本市既存の回線を利用

すること。（様式第１１号の３） 

ア 運用保守費用については、運用期間のソフトウェア保守、障害対応、パ

ッケージのバージョンアップ対応等の維持メンテナンス費用及び仕様書

に記載している項目等を含めシステム運用に関し必要な全ての保守費用

を含めること。  

 イ 運用保守費用及びクラウド型のサービス形態に係る利用料は、５年間
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（60 ヶ月）の総額を記載すること。このとき、各々可能な限り内訳明細書

（A4 版任意様式）にて示し、内容を明確にすること。なお、LGWAN ASP

等サービス利用料については、契約期間内変動しない定額制とすること。 

 (3) 更新費用 

   令和１１年４月以降も引き続き当該システムを利用する場合、令和１６

年 3月までの間に必要な構築費用を全て記載すること。（様式第１１号の４） 

 

１０ プレゼンテーション 

 以下のとおりプレゼンテーションを行う。 

 (1) 実 施 日 令和５年７月２１日（金）（予定） 

         ※日時場所については、別に企画提案書を提出した事業者に

文書で通知する。 

         ※プレゼンテーション４０分以内、質疑応答２０分以内、操

作評価（デモ機３台）３０分以内とする。ただし、参加業

者数により配分時間の変更あり。 

(2) 場  所 小野市役所 

(3) 開催時間 参加者へ別途通知 

(4) 出 席 者 ５人までとする 

(5) そ の 他 ・プロジェクター、HDMI ケーブル及びスクリーンは市に

おいて準備する。 

        ・他の提案者の傍聴は認めない。 

        ・プレゼンテーション時における追加資料の提出は受け付け 

ない。 

 

１１ 審査内容及び配点 

 審査項目及び配点は、以下のとおりとする。 

 ＜企画提案書を特定するための判定基準＞ 

評価項目 評価の着眼点 配点 

法人の経験及び対応

能力 

〇他市の導入実績 

〇導入時の対応体制 

〇サーバーの安全管理体制 

〇障害発生時の対応 

５０ 
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機能性 〇本市が求める機能の有無 １００ 

操作性（企画提案及び

プレゼンテーション） 

〇運用のしやすさ（使いやすさ） 

・決裁の見やすさ（意思決定の迅速化） 

・文書の検索のしやすさ 

・文書の収受から起案・保存までの処理 

手順及び使用の簡易さ 

〇本市が求める以外の機能があり、 

かつその内容の有益性 

・決裁、供覧時における指示等コミュニ

ケーションが円滑に図れる工夫 

・業務効率の向上、ペーパーレス化等働

き方改革への提案 

１００ 

導入に係る経費 ・提案内容に見合った適切な金額（導入

後５年間の運用経費を含む。） 

・システム更新時の構築費用 

５０ 

合    計 ３００ 

 ※審査員が上記の表の各項目について、各自自評点を付し、その合計を合計評

価点とする。各審査員の合計評価点の平均を、各提案システムに係る最終的

な評価点とし、優先交渉者を決定する。 

 

１２ 企画提案の審査及び結果の公表 

  提出された企画提案書について、市が設置する「小野市文書管理システム導

入業務委託事業者選定委員会」の審査会が審査し、提出した者の中から合計点

が最上位であるものを優先交渉権者として選定する。審査の結果は、優先交渉

権者の名称及び評価点に合計点について、小野市ホームページに掲載すると

ともに、別途文書で参加者全員に通知する。また、審査結果通知前に電話や訪

問、メール等による問い合わせには応じない。なお、審査結果についての異議

申し立ては受け付けない。 
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１３ 契約 

  審査の結果に基づき、優先交渉権者と必要に応じて仕様書等について調整

を行うなどの詳細な協議を行い、協議が整い次第、契約を締結する。ただし、

優先交渉権者が参加資格に該当しないことが判明した場合又はその他の理由

により契約の締結が不可能となった場合、次点交渉権者と交渉するものとす

る。 

 

１４ 留意事項 

(1） 本件において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

(2） 参加表明書及び企画提案書の作成、提出及びプレゼンテーションに関す

る費用は、提出者の負担とする。 

(3） 企画提案書の提出は、１者につき１案とする。 

(4) 提出された書類の返還は行わない。 

(5) 提出期限以後の提出された資料の差し替え又は返還若しくは再提出は認 

めない。  

(6) 契約の相手方として決定されるまでは、いつでも参加を辞退することが

できる。この場合において「辞退届（様式第２号）」を提出するものとする。 

(7) 参加者は、当市からの問い合わせ以外は、選定委員への接触を禁じる。 

(8) 見積価格が業務規模に著しく乖離している場合は、当該業者に対し、業

務実施方針及び内容の確認を行うことがある。 

(9) 提出書類については、本要領及び仕様書に示された条件に適合しない場

合は、無効とすることがある。 

 

１５ 担当部署 

 小野市総務部総務課総務係（担当：玉井・中谷） 

 〒６７５－１３８０ 

 兵庫県小野市中島町５３１番地 

  電話：０７９４－６３－１０００（代表）  内線５２９ 

  FAX：０７９４－６３－６６００ 

  メールアドレス : somu@city.ono.hyogo.jp 

 


